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鏡野町健康推進課　医療保険係　担当 ： 小林 ・ 村島
電話（0868）54‒2025　FAX（0868）54‒2891お問い合せ

国保を使って治療を受ける場合の流れ

　交通事故、暴力行為、他人のペットに咬まれてケガをした場合や、飲食店等での食事が原因で食中毒を起
こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因のケガや病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。
　これらの場合であっても、国保を使って治療を受けることができますが、その際は必ず「第三者行為によ
る傷病届」を鏡野町健康推進課に提出してください。
　この傷病届は、後日、国保が被害者に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などに､国保が立て替えて
いる治療費を請求するために必要なものです。届出様式はホームページからダウンロードできます。

　加害者との話し合いにより示談が成立すると、国保が立て替え
た医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
　その場合、医療費は被害者に請求させていただくことになりま
すので、必ず示談の前に鏡野町健康推進課に連絡してください。
　また、示談するときは、内容に国民健康保険からの求償分を加
害者が支払う旨を盛り込むようにしてください。

《国保からの傷病原因の照会》
　国保を使って治療をした場合、ケガや病気の原因を
文書でお尋ねすることがあります。大変お手数をおか
けしますが、必ずお答えくださるようお願いいたします。
（照会例）
１　第三者行為によるケガや病気ではないのか
２　仕事中や通勤途中のケガではないのか 

※第三者の行為が原因のケガや病気の治療で国保を使
用したにも関わらず「傷病届」が提出されない場合は、
本来負担する必要がない費用を皆さんに納付してい
ただく保険税で負担することになってしまいます。
必ず届出をお願いします。 　

交通事故などで国民健康保険証を使う場合は
必ず届出をしてください！

交通事故などで国民健康保険証を使う場合は
必ず届出をしてください！

[内訳]
芳野地区３人・香北地区１人・大野地区３人・郷地区２人
小田地区２人・奥津地区３人・中谷地区１人
上齋原地区２人・香南地区２人・富地区１人

【お問い合せ先】   鏡野町産業観光課　担当 ： 山崎・角田　電話（０８６８）５４‒２９８７

鏡野町農業委員会の農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します

農　業　委　員 農地利用最適化推進委員
募集人員及び募集区域

11人 20人

鏡野町全域
[内訳]
芳野地区３人・大野地区３人・小田地区２人・中谷地区１人
香南地区２人・香北地区１人・郷地区２人
奥津地区３人・上齋原地区２人・富地区１人

任 　 　 　 期
令和５年７月20日～令和８年７月19日 農業委員会の委嘱の日（７月20日以後）～ 令和８年７月19日

業 務 内 容
　農地の権利移動に関する許可及び農地転用等の審議、
農地利用の最適化に関する指針の策定、耕作放棄地の解
消指導等の活動。

　担当区域における農地パトロール及び農地の集積・集
約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の活動。

報 　 　 　 酬
「鏡野町非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例」に基づき支給

推薦を受ける者及び応募する者の資格
　農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推
進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項
に関し、その職務を適切に行うことができる者。ただし、
次のいずれかに該当する者は除く。
⑴破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑵禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わるまで又は
その執行を受けることがなくなるまでの者

　農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、担
当区域において活動できる者。ただし、次のいずれかに
該当する者は除く。
⑴破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
⑵禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わるまで又は
その執行を受けることがなくなるまでの者

推薦及び応募に係る手続き等
　所定の推薦・応募用紙に必要事項を記入のうえ、持参又は郵送により鏡野町農業委員会事務局までご提出ください。
なお、推薦・応募用紙は産業観光課・各振興センターで受け取るか、鏡野町ホームページからダウンロードしてください。
　〇鏡野町ホームページ…http://www.town.kagamino.lg.jp/?p=860

提 出 書 類
農業者等（個人が推薦する場合）…………………様式1号
農業者等（法人又は団体が推薦する場合）………様式２号
応募する場合…………………………………………様式３号
被推薦者又は応募者の住民票（本籍地の記載があるもの）

農業者等（個人が推薦する場合）…………………様式４号
農業者等（法人又は団体が推薦する場合）………様式５号
応募する場合…………………………………………様式６号
被推薦者又は応募者の住民票（本籍地の記載があるもの）

受付期間及び提出先
　令和５年２月13日㈪～ 令和５年４月15日㈯（必着）
　持参の場合は、平日の午前８時30分から午後５時15分までに提出してください。
　〒708-0392 鏡野町竹田660　鏡野町産業観光課内　農業委員会事務局

内 容 の 公 表
　法令の規定に基づき、募集期間の中間及び期間終了後に、鏡野町ホームページで推薦・応募用紙に記載された事項
（住所及び電話番号を除く）を公表します。

そ 　 の 　 他
　農業委員と農地利用最適化推進委員の両方に推薦・応募は可能ですが、農業委員と農地利用最適化推進委員を兼務
することはできません。
　推薦・応募の際は、「農業委員募集要項」及び「農地利用最適化推進委員募集要項」もご覧ください。要項は、鏡野町
ホームページからダウンロードするか、産業観光課もしくは各振興センターで受け取れます。

選 考 方 法
　鏡野町農業委員選考委員会が、提出された書類をもとに
選考を行い、町へ意見を報告します（必要に応じて面接を
行う場合があります。）。
　町長は、同委員会の意見を参考に農業委員候補者を決定
し、町議会の同意を得たうえで、農業委員を任命します。

　農業委員会が、提出された書類をもとに選考を行い委嘱
します（必要に応じて面接を行う場合があります。）。

令和５年７月19日の任期満了に伴い、農業委員、農地利用最適化推進委員の募集をします。
応募資格など、くわしくは鏡野町ホームページをご覧ください。
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◆鏡野町国民健康保険からのお知らせ◆◆鏡野町国民健康保険からのお知らせ◆

「第三者行為による傷病届」の提出について「第三者行為による傷病届」の提出について

交通事故などで国民健康保険証を使う場合は
必ず届出をしてください！

●スキー、スノーボード
　などの衝突、接触事故
●工事現場からの落下物
　などによるけが
　　　　　　　　　など

【その他の第三者行為】

19  2023年2月


